
JP 4960762 B2 2012.6.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示素子を含む絶縁基板；
　前記表示素子の上に形成された層であり、前記絶縁基板の端に沿って前記表示素子を囲
むように形成された陥没部を含む樹脂層；及び、
　前記陥没部を含む前記樹脂層の上面を覆って形成されることで、前記絶縁基板の端から
前記表示素子の上部を一連に覆っている封止層を有する表示装置。
【請求項２】
　前記表示素子が有機発光層を含み、
　前記樹脂層がシーラントまたは半硬化性接着樹脂を含む請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記樹脂層が半硬化性接着樹脂を含む場合、前記半硬化性接着樹脂は部分的に硬化して
おり、
　前記樹脂層がシーラントを含む場合、前記シーラントは完全に硬化している請求項２に
記載の表示装置。
【請求項４】
　前記陥没部が所定の間隔で複数形成されている請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記封止層が金属と無機物質との少なくともいずれかを含む請求項２に記載の表示装置
。
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【請求項６】
　前記封止層が前記陥没部を通じて前記絶縁基板に接触している請求項１に記載の表示装
置。
【請求項７】
　前記封止層が複数の層から構成されている請求項５に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記金属が、アルミニウム、銅、ブロンズ、銀、黄銅、ステンレススチール及びチタン
の少なくともいずれか一つを含む請求項５に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記無機物質が、SiOx、SiNx、SiONx、AlOx、AlONx及びAlNxの少なくともいずれか一つ
を含む請求項５に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記表示装置が、前記樹脂層と前記絶縁基板との間に無機絶縁膜をさらに有し、
　前記封止層が前記陥没部を通じて前記無機絶縁膜に接触している請求項１に記載の表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置とその製造方法とに関し、特に、表示素子の封止手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、平板表示装置の中でもＯＬＥＤ（Organic　Light　Emitting　Diode：有機ＥＬ
素子）が脚光を浴びている。ＯＬＥＤの各画素には、画素電極と共通電極との間に発光層
が形成されている。発光層は有機物質から成り、画素電極と共通電極との間を流れる電流
に応じて発光する。このように、ＯＬＥＤは自発光型であるので、他の平板表示装置、特
に液晶表示装置と比べ、駆動電圧の低さ、軽さ、薄さ、視野角の広さ、及び応答の速さな
どの点に優れている。
【特許文献１】韓国特許出願公開第２００２－００４４８９１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　発光層は有機物質を含むので、外部から浸入する水分や酸素によって劣化し易い。従っ
て、ＯＬＥＤでは、発光層を含む絶縁基板にカバー基板を接合して絶縁基板を密封するこ
とにより、水分や酸素による発光層の劣化を防止している。
　ここで、絶縁基板とカバー基板との間の接着には、シーラント等の樹脂が一般に利用さ
れる。しかし、接着用の樹脂は水分や酸素を比較的透過させやすい。従って、従来のＯＬ
ＥＤには、絶縁基板とカバー基板との間から外部に露出した接着用の樹脂を通し、酸素や
水分が外部から発光層に浸入する可能性が残されている。
　本発明の目的は、酸素及び水分の表示素子への浸入を確実に阻止できる表示装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明による表示装置は、表示素子を含む絶縁基板；その表示素子の上に形成された層
であり、絶縁基板の端に沿って形成された陥没部を含む樹脂層；及び、その樹脂層の上に
形成され、陥没部を覆っている封止層；を有する。好ましくは、表示素子は有機発光層を
含み、樹脂層はシーラントまたは半硬化性接着樹脂を含む。更に好ましくは、半硬化性接
着樹脂は部分的に硬化しており、シーラントは完全に硬化している。封止層は好ましくは
金属と無機物質との少なくともいずれかを含む。好ましくは、封止層は陥没部を通じて絶
縁基板に接触している。
【０００５】
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　本発明による上記の表示装置は好ましくは、以下の段階を順番に含む方法で製造される
：絶縁基板の上に表示素子を形成する段階；その表示素子の上に樹脂層を形成する段階；
その樹脂層を半硬化させる段階；その樹脂層の上に封止層を形成する段階；突起部を含む
加圧部材で封止層を絶縁基板に向かって加圧することにより、絶縁基板の端に沿って樹脂
層に陥没部を形成し、かつ、封止層でその陥没部を覆う段階；及び、その加圧部材を封止
層から分離する段階。
　その他に、以下の段階を順番に含んでも良い：絶縁基板の上に表示素子を形成する段階
；その表示素子の上に樹脂層を形成する段階；その樹脂層を半硬化させる段階；突起部を
含む加圧部材で樹脂層を絶縁基板に向かって加圧することにより、絶縁基板の端に沿って
樹脂層に陥没部を形成する段階；及び、樹脂層の上に封止層を形成し、その封止層で陥没
部を覆う段階。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明による表示装置では、絶縁基板の上に設置された表示素子が樹脂層で覆われ、そ
の樹脂層が更に封止層で覆われている。特に、樹脂層には絶縁基板の端に沿って陥没部が
形成され、その陥没部が更に封止層で覆われている。その結果、本発明による表示装置で
は従来の装置とは異なり、表示素子の上側だけでなくその周りも、樹脂層と封止層とで二
重に覆われている。封止層は樹脂層より酸素及び水分の透過率が顕著に低い材質（金属ま
たは無機物質）から構成可能である。従って、外部の酸素及び水分はいずれの方向でも封
止層に阻まれて表示素子へは浸入できない。こうして、酸素や水分の浸入による表示素子
の劣化が効果的に防止される。その結果、本発明による表示装置は従来の装置より、高い
信頼性が長期間持続し、すなわち寿命が長い。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、添付された図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明す
る。
　《第１実施形態》
　図1に、本発明の第１実施形態による表示装置の断面図を示す。図2は、図1に示されて
いる部分Aの拡大図である。
【０００８】
　ＯＬＥＤ1は自発光型素子であり、画素ごとに有機発光層116を含む。有機発光層116は
有機物から成り、外部からの電気信号に応じて発光する。この有機物は水分と酸素とに弱
く、劣化しやすい。従って、ＯＬＥＤ1を密封し、その有機発光層116への酸素と水分との
浸入を効果的に防止することが重要である。
【０００９】
　本発明の第１実施形態によるＯＬＥＤ1では、図1に示されているように、絶縁基板100
に表示素子110が画素ごとに備えられている。各表示素子110は樹脂層120で覆われている
。樹脂層120は更に封止層130で覆われている。樹脂層120には、絶縁基板100の端に沿って
陥没部125が形成されている。封止層130は陥没部125の内側も覆っている。
【００１０】
　絶縁基板100は透明な基板であり、好ましくはガラスまたはプラスチックから成る。な
お、図1、2には示されていないが、絶縁基板100の上面、特に表示素子110と絶縁基板100
との間には遮断層がさらに形成されていても良い。遮断層は、絶縁基板100を通じて浸入
する酸素または水分を遮断し、表示素子110への浸入を防ぐ。遮断層は好ましくは、SiON
、SiO2、SiNx、Al2O3を含む。遮断層は好ましくは、スパッタリングによって形成される
。
【００１１】
　表示素子110は、図2に示されているように、ゲート絶縁膜118、薄膜トランジスタT、保
護膜119、画素電極114、隔壁115、有機発光層116、及び、共通電極117を含む。ゲート絶
縁膜118は絶縁基板100の表面を覆っている。薄膜トランジスタTは各画素に形成されてい
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る。薄膜トランジスタTは、ゲート電極111、半導体層105、ソース電極112、及びドレイン
電極113を含む。ゲート電極111はゲート絶縁膜118を隔てて半導体層105で覆われている。
ゲート電極111の上方を覆っている半導体層105の部分の上では、ソース電極112とドレイ
ン電極113とが所定の間隔で対向している。半導体層105のその部分に薄膜トランジスタT
のチャネルが形成される。ゲート絶縁膜118と薄膜トランジスタTとは保護膜119で覆われ
ている。保護膜118の上には、画素電極114が画素ごとに形成されている。画素電極114は
保護膜118の孔を通して薄膜トランジスタTのドレイン電極113に接続されている。保護膜1
18の上では更に、隔壁115が画素電極114の間を区切っている、各画素電極114の上には有
機発光層116が形成されている。隔壁115と有機発光層116とは共通電極117で覆われている
。
【００１２】
　表示素子110の各画素では、ゲート電極111に対して外部の駆動装置から入力された信号
に応じ、ソース電極112とドレイン電極113との間を流れる電流量が調節される。それによ
り、有機発光層116を通して画素電極114と共通電極117との間を流れる電流量が調節され
る。有機発光層116からはその電流量に応じた量の光が放出される。こうして、ゲート電
極111に対する信号を用いて有機発光層116の輝度を画素ごとに調節することにより、表示
素子110に所望の映像を表示することができる。
【００１３】
　樹脂層120は絶縁基板100の上で、表示素子110の全体を覆っている。樹脂層120は主に外
部の塵や埃、更に衝撃から表示素子110を保護する。ここで、樹脂層120は外部の水分及び
酸素をある程度は遮断できるので、それらから有機発光層116をある程度は保護できる。
しかし、その保護機能を更に高めるには、樹脂層120の表面を封止層130で覆う必要がある
。そのとき、樹脂層120は、封止層130を表面に接着させる役割を果たす。
【００１４】
　樹脂層120には特に、絶縁基板100の端に沿って陥没部125が形成されている。好ましく
は、陥没部125からは、図1の部分aに示されているように、絶縁基板100の一部が露出して
いる。その他に、陥没部125が形成されるべき領域に配線などが形成されている場合には
、陥没部125の深さが、そこから絶縁基板100が露出しない程度に調節されても良い。それ
により、封止層130と配線との間の短絡が防止される。但し、その場合は、陥没部125と絶
縁基板100との間に存在する樹脂層120をできるだけ薄くし、樹脂層120の側面からその内
部に浸入した酸素及び水分をできるだけ通りにくくすべきである。
【００１５】
　樹脂層120に含まれるべき、接着力の高い高分子物質としては、好ましくは、シーラン
ト及び半硬化性接着樹脂の少なくともいずれかが利用される。
　シーラントは、接着力の高い有機物質として、アクリル樹脂またはエポキシ樹脂などを
含む。シーラントは更にその硬さを比較的自由に調節可能であるので、樹脂層120の形成
には便利である。特にシーラントから樹脂層120を形成する場合、後述のように、陥没部1
25の形成工程の簡単化に有利である。
　半硬化性接着樹脂は半固体状態（例えばゲル）の柔らかい接着樹脂であり、好ましくは
加熱又は紫外線の照射によって硬化の度合が変化する。半硬化性接着樹脂としては好まし
くは、Adhesive Research Inc. 製のAR’s Dual Stage PSA/UV（商標）、Modistech社製
のHybcap film（商標）、又は、小松精練株式会社製のKomatsu sheetが利用される。半硬
化性接着樹脂から樹脂層120を形成する場合、好ましくは後述のテーピング作業が利用さ
れる（図3B参照）。その場合、樹脂層120の厚さD1は、シーラントを含む場合より薄くし
やすい。従って、半硬化性接着樹脂は、樹脂層120の側面からの酸素及び水分の浸入を防
ぐのには有利である。但し、半硬化性接着樹脂は部分的にのみ硬化する。特にその硬さは
、圧力をかければ変形可能であり、その圧力を除去した後もその形状を維持できる程度で
ある。
【００１６】
　封止層130は樹脂層120を覆い、特に陥没部125の内側を覆っている。封止層130には、水
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分及び酸素に対する透過率がいずれも（特に樹脂層120の透過率より）極めて低い物質が
利用される。それにより、有機発光層116を水分及び酸素から効果的に保護できる。その
ような物質としては金属または無機物質が挙げられる。樹脂層120が半硬化性接着樹脂を
含む場合、封止層130は好ましくは、所定の軟性を示す金属、更に好ましくは、アルミニ
ウム、銅、ブロンズ、銀、黄銅、ステンレススチール、及びチタンの少なくともいずれか
を含む。樹脂層120がシーラントを含む場合、封止層130は好ましくは、アルミニウム、銅
、ブロンズ、銀、黄銅、ステンレススチール、チタン、SiOx、SiNx、SiONx、AlOx、AlONx
、及びAlNxの少なくともいずれか一つを含む。
【００１７】
　図1の部分aに示されているように、陥没部125を通じて絶縁基板100が露出している場合
、封止層130はその露出部分に接触している。その他に、例えば絶縁基板100の上に配線な
どが備えられている領域に形成された陥没部125では、封止層130がその陥没部125に残さ
れた、ごく薄い樹脂層120だけを隔てて絶縁基板100の表面に対向している。このように、
封止層130が表示素子110の上側だけでなく、その周りを囲んでいるので、外部の水分及び
酸素はいずれの方向でも封止層130により表示素子110への浸入を阻まれる。こうして、水
分や酸素の浸入による表示素子110の劣化が効果的に防止される。その結果、表示装置の
高い性能が長期間持続し、すなわち、その寿命が長い。
【００１８】
　以下、図3A～図3Fを参照しながら、本発明の第１実施形態による表示装置の製造方法に
ついて、工程順に説明する。ここで、以下の説明では特に、半硬化性接着樹脂から樹脂層
を形成する場合を想定する。
　第１工程では、図3Aに示されているように、絶縁基板100の上に表示素子110を形成する
。ここで、表示素子110の形成工程は公知のもので良い。
【００１９】
　第２工程では、図3Bに示されているように、絶縁基板100と表示素子110とを半硬化性接
着樹脂120aで覆って樹脂層を形成する。ここで、半硬化性接着樹脂120aの設置には好まし
くは、次のようなテーピング作業が利用される。まず、ＰＥＴ等の高分子フィルムから成
るテープ121の表面に半硬化性接着樹脂120aを貼る。次に、そのテープを表示素子110と絶
縁基板110との上に接着し、それらを半硬化性接着樹脂120aで覆う。最後に、高分子フィ
ルム121だけを絶縁基板100から剥がす（図3Bに示されている矢印参照）。
【００２０】
　第３工程では、図3Cに示されているように、樹脂層120に熱または光Rの少なくともいず
れかを当て、樹脂層120を半硬化状態に変化させる。ここで、半硬化状態とは、樹脂層120
が部分的に硬化している状態である。半硬化状態の樹脂層120は、外部からの圧力により
自由に変形可能であり、かつ、その圧力を除去した後もその形状を維持できる。
【００２１】
　第４工程では、図3Dに示されているように、樹脂層120の上に封止層130を形成する。第
２工程で半硬化性接着樹脂120aから樹脂層120を形成した場合、封止層130としては好まし
くは、上記の金属から成る薄膜が利用される。更に好ましくは、その金属薄膜が所定の軟
性を示す。それにより、後続の加圧工程の際に、封止層130が切れることなく、陥没部125
を覆うことができる。好ましくは、その薄膜が樹脂層120の接着力により固定される。
【００２２】
　第５工程では、図3Eに示されているように、封止層130の上に加圧部材200を配置する。
加圧部材200は好ましくは板状であり、その平面形状及びサイズが樹脂層120と同じである
。加圧部材200の端部には突起部210が備えられている。突起部210は加圧部材200の表面か
ら垂直に突き出し、加圧部材200の端に沿って延びている。突起部210が絶縁基板100に向
かって突出し、かつ表示素子110の周りを囲むように、加圧部材200が設置される。突起部
210の長さD3は好ましくは樹脂層120の厚さD2以下である。特に、突起部210の対向する絶
縁基板110の表面上に配線等が含まれている場合、突起部210の長さD3は、後続の加圧工程
で封止層130を、絶縁基板100の表面に所定の距離まで近接させた状態で留めるように設計
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される。その距離は、加圧工程後に封止層130と絶縁基板100との間に残される樹脂層120
の厚さが、樹脂層120の側面から浸入する水分及び酸素を効果的に遮断できる程度に調節
される。こうして、封止層130と絶縁基板100の上に形成されている配線などとの間の物理
的な接触を避け、それらの間の電気的な短絡を防止できる。
【００２３】
　第６工程は加圧工程であり、図3Fに示されているように、加圧部材200で封止層130を絶
縁基板100に向かって加圧する。そのとき、突起部210によって樹脂層120には陥没部125が
生成される。更に、封止層130がその軟性により突起部210に従って伸び、陥没部125の内
部を覆う。ここで、加圧部材からの圧力を調節することにより、陥没部125の深さを適切
に調節し、かつ封止層130で陥没部125の内部を十分に覆うようにする。尚、樹脂層120が
半硬化性接着樹脂120aから形成されている場合、加圧工程後での樹脂層120の厚さD1は、
第２工程直後での半硬化性接着樹脂120aの厚さ（15μm～50μm程度）よりさらに薄い。こ
の厚さD1は通常、シーラントを含む樹脂層120より薄い。従って、半硬化性接着樹脂120a
から形成されている樹脂層120は、シーラントを含む樹脂層120より、側面からの酸素及び
水分の浸入を防ぎやすい。
　最後に、加圧部材200を封止層130から分離する。こうして、図1に示されているＯＬＥ
Ｄ1が完成する。
【００２４】
　《第２実施形態》
　以下、図4A～図4Eを参照しながら、本発明の第２実施形態による表示装置の製造方法に
ついて説明する。ここで、以下の説明では樹脂層をシーラントで形成する場合を想定する
。尚、以下の説明においては、上述の第１実施形態による製造方法とは異なる部分だけを
抜粋する。説明が省略され、または簡略化された部分については、上述の製造方法につい
ての説明を援用する。
【００２５】
　第１工程では、図4Aに示されているように、絶縁基板100の上に表示素子110を形成する
。
　第２工程では、図4Bに示されているように、絶縁基板100と表示素子110とを樹脂層120
で覆う。ここで、樹脂層120はシーラントである。シーラントは露光や加熱によりその硬
さが変化する。特に、光の照射量と照射時間、及び、加熱の時間と強度を制御することに
より、シーラントを半硬化状態にも完全な硬化状態にも変化させることができる。シーラ
ントを含む樹脂層120は、まず、スクリーン印刷、コーティング、ディスペンシング（滴
下）などの方法によって絶縁基板100と表示素子110との上に形成される。次に、その樹脂
層120に熱または光Rを適切に当てて樹脂層120を半硬化状態に変化させる。
【００２６】
　第３工程では、まず、図4Cに示されているように、加圧部材200を樹脂層120の上に配置
する。次に、加圧部材200で樹脂層120を絶縁基板100に向かって加圧する（図4Cに示され
ている矢印参照）。
　第４工程では、図4Dに示されているように、スパッタリングまたは蒸着で、上記の金属
または無機物質の少なくともいずれかM（すなわち、アルミニウム、銅、ブロンズ、銀、
黄銅、ステンレススチール、チタン、SiOx、SiNx、SiONx、AlOx、AlONx、及びAlNx）を樹
脂層120の上に堆積させる。特に、その物質Mを陥没部125の内部に、均一に堆積させる。
こうして、図4Eに示されているように、その物質Mから成る封止層130で、陥没部125を含
む樹脂層120の全体を覆う。
　最後に、樹脂層120を完全に硬化させてＯＬＥＤ1を完成させる。
【００２７】
　この製造方法でも第１実施形態による製造方法と同様に、封止層130で表示素子110の上
側だけでなく、周りを囲むことができる。従って、外部から樹脂層120に浸入する水分及
び酸素から表示素子110を効果的に保護できる。
【００２８】
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　以下、図5～図7を参照しながら、本発明による第３～第５実施形態による表示装置につ
いて説明する。尚、以下の説明においては、上述の製造方法とは異なる部分だけを抜粋す
る。説明が省略され、または簡略化された部分については、上述の製造方法についての説
明を援用する。
【００２９】
　《第３実施形態》
　図5に、本発明の第３実施形態による表示装置の断面図を示す。図5に示されているよう
に、絶縁基板100の上には表示素子110を覆うように無機絶縁膜140が形成されている。そ
の場合、仮に、加圧部材200の突起部210（図3D参照）の長さが樹脂層120の厚さに比べて
過大であっても、または加圧部材200による圧力が過大であっても、突起部210によって押
された封止層130が無機絶縁膜140により、絶縁基板100の表面との接触を遮られる（図5に
示されている部分b参照）。従って、加圧工程での誤差に起因する、封止層130と絶縁基板
100上の配線などとの間での電気的な短絡が防止される。また、無機絶縁膜140は封止層13
0と同様に、外部から浸入する水分及び酸素を遮断して表示素子110を保護する。尚、無機
絶縁膜140は、陥没部125に面した絶縁基板100の端部の表面にだけ形成されても良い。
【００３０】
　《第４実施形態》
　図6に、本発明の第４実施形態による表示装置の断面図を示す。図6に示されているよう
に、複数の陥没部125が同心状に備えられている。具体的には、外側に位置する第１陥没
部125aと、内側に位置する第２陥没部125bとが二重に表示素子110の周りを囲んでいる。
更に、封止層130が複数の層から構成されている。具体的には、下側に位置する第１封止
層130aと、上側に位置する第２封止層130bとの二重層から成る。第１封止層130aと第２封
止層130bとの各材質は同一であっても、異なっていても良い。それらの多重構造により、
樹脂層120の側面から内部に浸入する酸素及び水分が更に遮断されるので、表示素子110の
有機発光層が更に効果的に保護される。
【００３１】
　《第５実施形態》
　図7に、本発明の第５実施形態による表示装置の断面図を示す。図7に示されているよう
に、封止層130の上にはカバー基板160が設置されている。封止層130とカバー基板160との
間は接着部材150により接着されている。カバー基板160は封止層130と共に、ＯＬＥＤ1の
上面から内部に進入する酸素及び水分を、さらに確実に遮断する。接着部材150は特に陥
没部125の内部を満たし、封止層130と共に、樹脂層120の側面から内部に浸入する酸素及
び水分を、さらに確実に遮断する。こうして、表示素子110が外部の水分及び酸素からさ
らに効果的に保護される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１実施形態による表示装置の断面図
【図２】図1に示されている部分Aの拡大図
【図３Ａ】本発明の第１実施形態による表示装置の製造方法の第１工程で得られる構造の
断面図
【図３Ｂ】本発明の第１実施形態による表示装置の製造方法の第２工程で得られる構造の
断面図
【図３Ｃ】本発明の第１実施形態による表示装置の製造方法の第３工程で得られる構造の
断面図
【図３Ｄ】本発明の第１実施形態による表示装置の製造方法の第４工程で得られる構造の
断面図
【図３Ｅ】本発明の第１実施形態による表示装置の製造方法の第５工程で得られる構造の
断面図
【図３Ｆ】本発明の第１実施形態による表示装置の製造方法の第６工程で得られる構造の
断面図
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【図４Ａ】本発明の第２実施形態による表示装置の製造方法の第１工程で得られる構造の
断面図
【図４Ｂ】本発明の第２実施形態による表示装置の製造方法の第２工程で得られる構造の
断面図
【図４Ｃ】本発明の第２実施形態による表示装置の製造方法の第３工程での加圧部材と絶
縁基板との位置関係を示す断面図
【図４Ｄ】本発明の第２実施形態による表示装置の製造方法の第４工程において、第３工
程によって得られた構造に新たな物質を堆積させる様子を模式的に示す断面図
【図４Ｅ】本発明の第２実施形態による表示装置の製造方法の第４工程で得られる構造の
断面図
【図５】本発明の第３実施形態による表示装置の断面図
【図６】本発明の第４実施形態による表示装置の断面図
【図７】本発明の第５実施形態による表示装置の断面図
【符号の説明】
【００３３】
　1　ＯＬＥＤ
　100　絶縁基板
　110　表示素子
　120　樹脂層
　130　封止層
　140　無機絶縁膜
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